
地 域 高 規 格 道 路 の 整 備

～地域の産業振興を支援し、さまざまな交流を促進するみちづくり～

◆整備方針
会津若松喜多方間のアクセスの短縮及び国道121号線の

渋滞緩和のため、整備を進めています。これにより、交流
が促進され、会津地方の観光客増加や産業集積、医療施
設・文化施設等の相互利用の促進が期待されます。

◆工事概要
・直轄権限代行事業

・L=７．９km（１・２工区）開通
喜多方I.C～湯川北I.C

喜多方と会津若松を結ぶバイパス（迂回路）を整備しています

喜多方市関柴町地内～
会津若松市高野町地内

国道121号（会津縦貫北道路）

会津縦貫北道路喜多方I.C

～塩川I.C区間開通式

喜多方I.C～塩川I.C区間
開通前の国道121号線

会津縦貫北道路喜多方I.C～塩川I.C区間

2011年11月6日に、
喜多方I.C～塩川I.C間の
開通式が行われました。

これにより、国道121号線
の約３割の交通が転換し、
塩川I.C～湯川北I.C間の交通量
が約３倍に増加しました。

至 塩川

国道121号線は
慢性的に渋滞が発
生していました。


